
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 第１章 下水道中期ビジョンの位置付け 
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那須塩原市下水道中期ビジョンは、本市の総合計画及び都市計画マスタープラ

ンを踏まえ、関連する計画と連携を図りながら、本市の将来像を実現するものと

して位置付けられます。 
 

地方自治法第 2 条 

総合計画 
都市計画法第 6 条の 2   

都市計画区域の整備､開発及び保全
の方針 

 

都市計画法第 18 条の 2

那須塩原市都市計画マスタープラン 
平成 20 年度策定 

【目標年次 平成 37 年】 

図１－１ 計画の位置付け

那須塩原市下水道中期ビジョン 
第１章 下水道中期ビジョンの位置付け 

第２章 下水道の現状と課題 

第３章 基本理念及び基本方針 

第４章 目標設定と今後の施策 

第５章 下水道財政の見通しと下水道事業経営のあり方 

第６章 下水道中期ビジョンの実現に向けて 

関連する計画 
・那珂川流域別 

下水道整備総合計画 

・北那須流域下水道 

・生活排水処理基本構想 

・公共下水道全体計画 

下水道の各種事業実施 
管渠・処理施設整備、浸水対策、地震対策、施設の更新など 

・土地利用計画 

など

計画の位置付け 

・環境基本計画 

平成 19 年度策定

・地域防災計画 

関連する個別の計画
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那須塩原市下水道中期ビジョンは、本市下水道が目指す将来像とその実現に向

けた今後 10 年間の整備目標や具体施策を策定するもので、平成 32 年度を目標年

とします。事業計画はアクションプログラム（平成 23～27 年度の 5 年間）、中期

計画（平成 32 年度まで）に分類し、計画策定を行います。 

また、「那須塩原市下水道中期ビジョン」はＰＤＣＡサイクルにより定期的に事

業評価を行い、必要に応じて計画見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

那須塩原市下水道中期ビジョン  目標年次：平成 32 年度 
  

● 中 期 計 画 ● 

目標年次：平成 32 年度 

 整備目標・具体的施策等を定めます 
 

● アクションプログラム ● 

事業期間：平成 23～27 年度 

 実施事業の内容・規模等を定めます 

 
 
 
 
  ※財政計画は長期（30 年間）の予測を行った上で策定しています。 
 
 
 

Ｐ
(ＰＬＡＮ) 

各種計画策定 

Ｄ 
(ＤＯ) 

各種事業の実施 

Ａ 
(ＡＣＴＩＯＮ) 

下水道中期ビジョンの

改善見直し 下水道中期ビジョン
実行

市民のニーズにお応えし、 

5 年間のアクションプログラム、

10 年間の中期計画を策定します 

効率的・効果的な 

事業実施を 

目指します。 
各種事業の実施状況や 

目標達成状況を評価・分析し 

公表します。 

事業の評価結果を基に 

より効率的・効果的な 

事業実施を目指します。 

 

Ｃ
(ＣＨＥＣＫ) 

各種事業の評価･分析 

5 年または 10 年に一度 

下水道中期ビジョンの 

改善見直しを行い、 

用語：ＰＤＣＡサイクル 
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